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調査結果の取扱い  
本調査結果の取扱いについては，以下の事項に十分配慮してください。  

１．実施要領における記載 

令和４年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領（抜粋） 
（３文科教第９５４号･令和３年１２月２１日付け文部科学事務次官通知） 
 

７. 調査結果の取扱い 
(５) 調査結果の取扱いに関する配慮事項 

調査結果については，調査の目的を達成するため，自らの教育及び教育施策の改善，各児童生徒の全般的な学習
状況の改善等につなげることが重要であることに留意し，適切に取り扱うものとする。 
調査結果の公表に関しては，教育委員会や学校が，保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことが重要であ

る。一方，調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること，学校における教育活動の一側面であること
などを踏まえるとともに，序列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮する
ことが重要である。 
このことを踏まえ，具体的な公表の手続等は，以下のとおりとする。 

ア 教育委員会及び学校による調査結果の公表 
（ア）都道府県教育委員会においては，調査の実施主体が国であることや，市町村が基本的な参加主体であること

などに鑑みて，以下のとおり取り扱うこと。 
① 自らが設置管理する学校の状況については，それぞれの判断において，（エ）に基づき公表することは可能
であること。 

② 域内の市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況及び各学校の状況については，市町村教育委員会
の同意を得た場合は，（エ）に基づき，当該市町村名又は当該市町村教育委員会が設置管理する学校名を明ら
かにした公表（市町村名又は学校名を特定することが可能な方法による公表を含む。以下同じ。）を行うこと
は可能であること。 
なお，個々の市町村名又は学校名が明らかとならない方法（例えば，教育事務所単位の状況の公表等）で，

（エ）に基づき公表することは，都道府県教育委員会の判断において可能であること。 
③ ①又は②に基づき個々の市町村名・学校名を明らかにした公表を行うことについては，その教育上の影響
等を踏まえ，必要性について慎重に判断すること。 

④ 自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合も，自らが個々の学校名を明らかにし
た公表を行う場合に準じて取り扱うこと。 

（イ）市町村教育委員会においては，以下のとおり取り扱うこと。 
① 当該市町村教育委員会が設置管理する学校全体の結果について，それぞれの判断において，（エ）に基づき 
公表することは可能であること。 

② 自らが設置管理する学校の状況について，それぞれの判断において，（エ）に基づき公表することは可能で
あること。この場合，個々の学校名を明らかにした公表を行うことについては，その教育上の影響等を踏ま
え，必要性について慎重に判断すること。 

③ 自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合も，自らが個々の学校名を明らかにし
た公表を行う場合に準じて取り扱うこと。 

（ウ）学校においては，自校の結果について，それぞれの判断において，（エ）に基づき公表することは可能である
こと。 

（エ）調査結果の公表に当たっては，以下の①から⑥までにより行うこと。 
① 公表する内容や方法等については，教育上の効果や影響等を考慮して適切なものとなるよう判断すること。 
② 調査結果の公表を行う教育委員会又は学校においては，単に平均正答数や平均正答率などの数値のみの公
表は行わず，調査結果について分析を行い，その分析結果を併せて公表すること。さらに，調査結果の分析を
踏まえた今後の改善方策も速やかに示すこと。 

③ （ア）①又は（イ）②に基づき教育委員会が個々の学校名を明らかにした公表を行う場合，又は（ア）②に 
おいて市町村教育委員会が学校名を明らかにした公表に同意する場合は，当該学校と公表する内容や方法等
について事前に十分相談するとともに，公表を行う教育委員会は，当該調査結果を踏まえて自らが実施する
改善方策を調査結果の公表の際に併せて示すこと。 

また，教育委員会において自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合は，教育委
員会は自らが実施する改善方策を速やかに示すとともに，公表する内容等について学校に指示する場合は，
教育委員会は当該学校とそれらについて事前に十分相談すること。 

なお，平均正答数や平均正答率等の数値について，一覧での公表やそれらの数値により順位を付した公表
等は行わないこと。 

④ 調査の目的や，調査結果は学力の特定の一部分であること，学校における教育活動の一側面であることな
どを明示すること。 

⑤ 児童生徒個人の結果が特定されるおそれがある場合は公表しないなど，児童生徒の個人情報の保護を図る
こと。 

⑥ 学校や地域の実情に応じて，個別の学校や地域の結果を公表しないなど，必要な配慮を行うこと。 
（オ）教育委員会が独自に実施する学力調査の公表の取扱いについては，もとよりそれぞれの教育委員会の判断に

委ねられること。 
イ 文部科学省が公表する内容以外の調査結果の取扱い 
（ア）文部科学省は，調査結果のうち，自らが公表する内容を除くものについて，これが一般に公開されることに

なると，序列化や過度な競争が生じるおそれや学校の設置管理者等の実施への協力及び国民的な理解が得られ
なくなるなど正確な情報が得られない可能性が高くなり，全国的な状況を把握できなくなるなど調査の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられるため，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１
年法律第４２号）第５条第６号の規定を根拠として，同法における不開示情報として取り扱うこととする。 

（イ）教育委員会等は，文部科学省から提供を受けた調査結果のうち公表する内容を除くものについて，（ア）を参
考に，それぞれの地方公共団体が定める情報公開条例に基づく同様の規定を根拠として，情報の開示により調 
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査の適正な遂行に支障を及ぼすことのないよう，本実施要領の趣旨，特にア（エ）を十分踏まえ，適切に対応す
る必要がある。 

９. 留意事項 
(１) 各教育委員会及び学校等における調査の実施及び調査結果の活用等 
ア 調査の目的に鑑み，各教育委員会及び学校等においては，調査結果を直接又は間接に入学者選抜に関して用い
ることはできないこととする。 

イ 各教育委員会及び学校等においては，調査を実施するとともに，調査結果等を活用するに当たり，以下の体制
を整備することとする。 

（ア）各教育委員会等においては，調査責任者及び担当者等を指名するとともに，所管の学校からの相談に対応す
るなど，適切に実施体制を整備すること。 

（イ）各学校においては，調査責任者及び担当者を指名し，適切に実施体制を整備すること。 
（ウ）教育委員会及び学校等においては，調査の実施に当たって，調査の目的や内容，調査結果の取扱い等を児童

生徒及び保護者等の関係者に周知すること。 
（エ）各教育委員会及び学校等において，調査問題等の調査に関して知り得た秘密については，その保持を徹底す

ること。 
（オ）各教育委員会及び学校等においては，提供された調査結果等について，本実施要領に基づいて適切に利用す

るとともに，管理を徹底するために，必要な措置を講ずること。 
（カ）各教育委員会及び学校等は，調査の目的の達成に資するよう，調査結果等の活用を図るため，調査結果等の

提供を受けることを希望する関係機関等において，本実施要領の趣旨が遵守されることが確認できた場合に限
り，当該機関等に対して調査結果等を提供することは可能であること。 

（キ）各教育委員会及び学校等においては，調査結果の分析やこれを活用して教育及び教育施策の改善等に向けた
取組等を進めるための体制を整備すること。 

(２) 個人情報の保護 
ウ 各教育委員会及び学校等においては，調査に関して知り得た個人情報について，それぞれが遵守すべき個人情
報保護関係法令及び地方公共団体の定める条例に基づき，適切に取り扱うこと。 

 
 

２．情報管理に関する留意事項 
調査結果については，以下のとおり情報管理の徹底をお願いいたします。 

（１）調査結果の管理について 

①調査結果 

調査結果については，管理者を指定し厳重に保管する。 

②暗号化解除パスワード 

はがき「令和４年度全国学力・学習状況調査【小学校／中学校】「調査結果提供に関する重

要なお知らせ」」に記載されているパスワードについては，管理者を限定し厳重に保管する。 

③Web システムからダウンロードした調査結果の電子データ 

・暗号化の解除作業を行うコンピュータを限定する。 

・暗号化を解除した電子データを保存・利用する媒体（コンピュータのハードディスク， 

CD/DVD-R 等）を限定し，管理者の下，厳重に管理する。 

・関係者のみが閲覧すべき情報については，改めてパスワードで保護するなど，アクセス制

限の措置を講ずる。 

 
（２）利用するコンピュータのセキュリティー対策について   

インターネット等に接続するコンピュータでは，以下のセキュリティー対策を講ずる。 

①コンピュータにファイル交換ソフトがインストールされていないことの確認を徹底する。 

②コンピュータにウイルス対策ソフトがインストールされていることを確認するとともに，

パターンファイルが最新の情報に更新されていることを確認する。 

③OS等の脆弱性が改善されるよう，最新の修正プログラムを適用する。 

④ウイルスに感染した場合には，直ちに情報流出を遮断する措置を講ずる。 

 
（３）調査結果の持出しについて 

Web システムにてダウンロードした調査結果の電子データについては，児童生徒一人一人

の調査結果が含まれていることから，学校から持ち出さないこととする。 

なお，学校における情報の持出しによる漏えい事案では，教職員の認識不足によって発生す

る例が多いことから，校内における情報管理の方法や漏えいの危険性について，教職員一人一

人に対して的確に周知を図る。 


